
 

福井県暴力団排除条例施行規則 

 

平成２２年１２月２４日  

福井県公安委員会規則第５号  

 

改正 

平成２８年５月３１日公委規則第５号 平成２８年８月１９日公委規則第７号 平成３０年３月２２日公委規則第３号 

 令和２年１２月１５日公委規則第７号 

 

福井県暴力団排除条例施行規則を公布する。 

福井県暴力団排除条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（暴力団事務所の開設または運営を禁止する区域の基準となる施設） 

第２条 条例第１３条第１項第９号に規定する公安委員会規則で定める施設は、別表に掲げ

る施設とする。 

（中止命令の方法） 

第２条の２ 条例第１３条の２の規定による命令は、中止命令書（別記様式第１号）により

行うものとする。 

（公益事業者） 

第３条 条例第２０条第１項に規定する公安委員会規則で定める公益事業者は、次に掲げる

事業者とする。 

一 ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第２条第３項に規定するガス小売事業者であ

って、かつ、同条第６項に規定する一般ガス導管事業者である者（地方公共団体を除く。） 

二 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第１５号に規定する発電事業

者のうち、その事業の用に供する発電用の電気工作物の出力の合計が２００万キロワッ

ト以上のもの 

三 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第２項に規定する第一種鉄道事業を経

営する者であって、同法第３条の許可を受けた者 

四 高速道路株式会社法（平成１６年法律第９９号）第１条に規定する会社 

五 独立行政法人日本原子力研究開発機構法（平成１６年法律第１５５号）に規定する独

立行政法人日本原子力研究開発機構 

（調査の手続） 

第４条 福井県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、条例第２４条第１項または第

２項の規定により説明または資料の提出を求めるときは、説明・資料提出要求書（別記様

式第１号の２）により行うものとする。 



２ 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による説明を求めることが適当であ

ると認めるときは、当該説明を求めることができる。 

３ 条例第２４条第１項または第２項の規定により説明または資料の提出を求めら れた者

は、前項に規定する場合で資料の提出を行わないときを除き、公安委員会に対し、説明・

資料提出書（別記様式第２号）を提出するものとする。 

４ 公安委員会は、条例第２４条第１項または第２項の規定により説明または資料の提出を

求めるときは、前項の説明・資料提出書の提出期限の日または口頭による説明期日までに

相当な期間をおいて行うものとする。 

５ 公安委員会は、説明または資料の提出を求められた者が正当な理由なく、提出期限まで

に第３項の説明・資料提出書の提出をせず、または口頭による説明期日に出頭しない場合

は、説明または資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。 

（口頭による説明の聴取） 

第５条 公安委員会は、前条第２項の規定により口頭による説明を求めたときは、福井県警

察本部長（以下「本部長」という。）が指定する警察職員に当該説明を聴取させることがで

きる。 

２ 条例第２４条第１項または第２項の規定により口頭による説明を求められた者は、病気

その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書（別記

様式第３号）により口頭による説明の日時または場所の変更を申し出ることができる。 

３ 公安委員会は、前項の規定による申出によりまたは職権で、口頭による説明の日時また

は場所を変更することができる。 

４ 公安委員会は、前項の規定により説明の日時もしくは場所の変更をしたときまたは第２

項の規定による申出を受けた場合で説明の日時および場所の変更をしなかったときは、速

やかに、その旨を説明日時等決定通知書（別記様式第４号）により口頭による説明を求め

た者に通知しなければならない。 

（立入検査） 

第５条の２ 条例第２４条第２項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場

合であって、同項の規定による説明または資料の提出によってはその目的を達することが

できないときに行うものとする。 

一 条例第１３条第２項の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当

該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。 

２ 条例第２４条第３項の証明書の様式は、別記様式第４号の２のとおりとする。 

（勧告の方法） 

第６条 条例第２５条に規定する勧告は、勧告書（別記様式第５号）により行うものとする。 

（公表の方法） 

第７条 条例第２６条第１項に規定する公表は、福井県報への登載およびインターネットの

利用により行うものとする。 



２ 前項の公表の内容は、条例第２６条第１項の規定により公安委員会が公表をしようとする

者（以下「当事者」という。）の氏名および住所（法人にあっては、その名称および代表者

の氏名ならびに主たる事務所の所在地）ならびに公表の原因となる事実とする。 

（意見を述べる機会の付与） 

第８条 公安委員会は、条例第２６条第２項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、

当事者に対し、意見の聴取通知書（別記様式第六号）により通知するものとする。 

２ 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による意見の聴取を行う必要がある

と認めるときは、その旨を通知するものとする。 

３ 公安委員会は、前項に規定する場合を除き、当事者に対し、申述書（別記様式第７号）の

提出を求めるものとする。 

４ 当事者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。 

５ 公安委員会は、第１項の規定により通知を行うときは、第３項の申述書の提出期限の日

または口頭による意見の聴取期日までに相当な期間をおいて行うものとする。 

６ 公安委員会は、当事者が正当な理由なく、提出期限までに第３項の申述書の提出をせず、

または口頭による意見の聴取期日に出頭しない場合は、意見がなかったものとして取り扱

うものとする。 

（口頭による意見の聴取） 

第９条 公安委員会は、前条第２項の規定により口頭による意見の聴取を行うときは、本部

長が指定する警察職員に意見を聴取させることができる。 

２ 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、意見の聴取

日時等変更申出書（別記様式第８号）により意見の聴取の日時または場所の変更を申し出

ることができる。 

３ 公安委員会は、前項の規定による申出によりまたは職権で、口頭による意見の聴取の日

時または場所を変更することができる。 

４ 公安委員会は、前項の規定により意見の聴取の日時もしくは場所の変更をしたときまた

は第２項の規定による申出を受けた場合で意見の聴取の日時および場所の変更をしなかっ

たときは、速やかに、その旨を意見の聴取日時等決定通知書（別記様式第９号）により当

事者に通知しなければならない。 

（代理人の選任等） 

第１０条 条例第２４条第１項または第２項の規定により説明もしくは資料の提出を求めら

れた者または条例第２６条第２項の規定により意見を述べる機会を与えられた者（以下「当

事者等」という。）は、代理人を選任することができる。 

２ 代理人は、各自、当事者等のために、説明もしくは資料の提出または意見の聴取に関す

る一切の行為をすることができる。 

３ 当事者等は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書（別記様式第１０号）

を公安委員会に提出しなければならない。 

４ 当事者等は、第１項の規定により選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資

格喪失届出書（別記様式第１１号）によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。 



（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が定

める。 

附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年公安委員会規則第５号） 

この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 

附 則（平成２８年公安委員会規則第７号) 

この規則は、平成２８年８月１９日から施行する 

附 則（平成３０年公安委員会規則第３号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

  附 則（令和２年公安委員会規則第７号） 

この規則は、令和２年１２月１５日から施行する。 

 

別表 

名称 所在地 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 

国立若狭湾青少年自然の家 

小浜市田烏区大浜 

福井県立芦原青年の家 あわら市北潟第１５３号２２７番地 

福井県立鯖江青年の家 鯖江市上野田町第１９号１番地 

福井県立三方青年の家 三方上中郡若狭町鳥浜第１２２号２７番地 

の１ 

福井県立奥越高原青少年自然の家 大野市南六呂師第１６９号８番地 

福井市少年自然の家 福井市脇三ケ町第６６号２番地１０ 

敦賀市立少年自然の家 敦賀市野坂８０号１５番地 

大野市青少年教育センター 大野市中野第５７号６番地の１ 

越前市青年センター 越前市高瀬２丁目８番２３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号（第２条の２関係） 

１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福井県
公安委員会に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算
して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができな
くなります。）。 

２ この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、福井県を
被告として提起することができます。この場合において、福井県を代表する者は福井県公安委員会となります
（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日から起算
して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

３ １の審査請求をした場合のこの処分の取消しの訴えは、２にかかわらず、その審査請求に対する裁決があっ
たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます（なお、この裁決があったことを
知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この裁決の日から起算して１年を経過すると処分の取消
しの訴えを提起することができなくなります。）。

 
中 止 命 令 書 

 

  第     号 

    年  月  日 

様 

 

福井県公安委員会   印 

 

命 令 を 

受 け る 者 

本（国）籍  

住 所  

氏 名  

生年月日  

命令に係る暴力団 

事務所の所在地 
 

 

上記の者に対し、福井県暴力団排除条例（平成22年福井県条例第31号）第13条の２の規

定により、次のとおり命令します。 

命 令 の 

内 容 

 

 

命令をする 

理 由 

 

 



別記様式第１号の２（第４条関係） 

（表） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ 口頭による説明を求める場合は、備考欄にその旨ならびに出頭すべき日時および場

所を記載すること。 

  ２ 所定の欄に記載することができない場合は、別紙に記載の上、これを添付すること。 

  ３ 不要の文字は、二重線で消去すること。 

 

説明・資料提出要求書 

 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

 

福井県公安委員会  印   

 

 

福井県暴力団排除条例（平成 22年福井県条例第 31号）第 24条     の規定によ

り、次のとおり説明または資料の提出を求めます。 

 

 

説 明 ま た は 資 料 の 

提 出 を 求 め る 理 由 

 

 

 

 

説明または資料の提出期限 

 

年  月  日まで 

 

説明または提出資料の内容 

 

 

備 考 

 

説明または資料の提出に際しての注意事項は、裏面のとおりです。 

第１項 

第２項 



（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明または資料の提出に際しての注意事項 

 

１ 福井県暴力団排除条例第 24条第１項の規定により、説明または資料の提出を求められ

た場合で、正当な理由がなく説明または資料の提出を拒んだときは、福井県暴力団排除

条例第 26条第１項の規定により、その旨を公表することがあります。 

  また、福井県暴力団排除条例第 24条第２項の規定により、説明または資料の提出を求

められた場合で、あなたが説明をせず、もしくは資料の提出をせず、または虚偽の説明

をし、もしくは虚偽の資料を提出したときは、福井県暴力団排除条例第 29条第２項の規

定により、20万円以下の罰金に処されることがあるほか、調査の目的が十分に達成でき

ない場合には、立入検査を実施することがあります。 

２ 説明・資料提出書（別記様式第２号）には、この説明・資料提出要求書の番号および

日付、あなたの住所および氏名ならびに説明または提出資料の内容を記載して提出して

ください。 

  なお、口頭による説明を求められた場合で資料の提出を行わないときは、説明・資料

提出書（別記様式第２号）の提出は必要ありません。 

３ 提出期限までに説明・資料提出書（別記様式第２号）の提出がないとき（口頭による

説明の場合は、出頭すべき期日に出頭しないとき）は、これを拒んだものとして取り扱

います。 

４ 口頭による説明を求められた場合であって、あなたが病気その他やむを得ない理由が

あるときには、説明日時等変更申出書（別記様式第３号）により、説明の日時または場

所の変更を申し出ることができます。 

５ 説明または資料の提出に際して、あなたに代わって代理人を選任できますので、この

説明・資料提出要求書の番号および日付、代理人の住所および氏名ならびに当該代理人

に説明または資料の提出に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した代理人

選任届出書（別記様式第 10号）を提出してください。 

６ あなたまたはあなたの代理人が、口頭による説明期日に出頭する場合は、この説明・

資料提出要求書を持参してください。 

 



別記様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 所定の欄に記載することができない場合は、別紙に記載の上、これを添付すること。 

 

説明・資料提出書 

 

年  月  日  

 

 福井県公安委員会  様 

 

住所                

 

氏名                 

 

福井県暴力団排除条例施行規則（平成 22年福井県公安委員会規則第５号）第４条第３

項の規定により、次のとおり提出します。 

説明・資料提出要求書 

の 番 号 お よ び 日 付 

 

第     号 

 

年  月  日 

 

 

 

 

 

説明または提出資料の内容 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 



別記様式第３号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 変更希望欄には、変更を希望する項目についてのみ記入すること。 

 

説明日時等変更申出書 

 

年  月  日  

 

 福井県公安委員会  様 

 

住所                

 

氏名                 

 

福井県暴力団排除条例施行規則（平成 22年福井県公安委員会規則第５号）第５条第２

項の規定により、次のとおり説明の日時または場所の変更を申し出ます。 

説 明 ・ 資 料 提 出 要 求 書 

の 番 号 お よ び 日 付 

第     号 

年  月  日 

変更申出事項 

変 更 前 

日時 年  月  日   時  分から 

場所  

変更希望 

日時 年  月  日   時  分から 

場所  

変 更 申 出 の 理 由 

 

 



別記様式第４号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 該当する□の中にレ印を付けること。 

 

説明日時等決定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

福井県公安委員会  印   

 

福井県暴力団排除条例施行規則（平成 22年福井県公安委員会規則第５号）第５条第４項

の規定により、次のとおり決定したので通知します。 

説明・資料提出要求書

の 番 号 お よ び 日 付 

第     号 

年  月  日 

 

□ 説明の日時または場所の変更決定 

変更事項 

変 更 前 

日時 年  月  日   時  分から 

場所  

変 更 後 

日時 年  月  日   時  分から 

場所  

 

□ 説明の日時および場所の不変更決定 

説 明 の 日 時 お よ び 場 所 

を 変 更 し な い 理 由 

 

 



別記様式第４号の２（第５条の２関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。 

 

（表） 

  

第    号 

身 分 証 明 書 

 

官 職  

氏 名  

 

 

 

上記の者は、福井県暴力団排除条例第 24条第２項の規定による 

  立入検査に従事する警察職員であることを証明する。 

 

       年  月  日 

                  福井県公安委員会   印 

54.0 

85.6 

写  真 

（裏） 

  

福井県暴力団排除条例（抜粋） 

（調査及び立入り） 

第 24条 （略） 

２ 公安委員会は、第 13 条第２項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、暴

力団員その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかに

するために必要な限度において、説明もしくは資料の提出を求め、または警察職員に住居地域等内

の建物に立ち入り、物件を検査させ、もしくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。 

３ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなけ

ればならない。 

４ 第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

（罰則） 

第 29条 （略） 

２ 第 24 条第２項の規定に違反して説明をせず、もしくは資料を提出せず、もしくは同項の説明も

しくは資料の提出について虚偽の説明をし、もしくは虚偽の資料を提出し、または同項の規定によ

る立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは同条の規定による質問に対して答弁をせず、

もしくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。 



別記様式第５号（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 所定の欄に記載することができない場合は、別紙に記載の上、これを添付すること。 

 

勧  告  書 

 

第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

福井県公安委員会  印   

 

福井県暴力団排除条例（平成 22年福井県条例第 31号）第 25条の規定により、次のと

おり勧告します。 

勧告の原因となる事実 

 

勧 告 の 内 容 

 

 

この勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、福井県暴力団

排除条例第 26条第１項の規定により、その旨を公表することがあります。
 



別記様式第６号（第８条関係） 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 １ 口頭による意見の聴取を行う場合は、備考欄にその旨ならびに出頭すべき日時およ

び場所を記載すること。 

  ２ 所定の欄に記載することができない場合は、別紙に記載の上、これを添付すること。

 

意見の聴取通知書 

 

第     号   

年  月  日   

           様 

 

福井県公安委員会  印   

 

福井県暴力団排除条例（平成 22年福井県条例第 31号）第 26条第２項の規定により、

意見の聴取を行いますので、福井県暴力団排除条例施行規則（平成 22年福井県公安委員

会規則第５号）第８条第１項の規定により通知します。 

予定される公表の 

原因となる事実 

 

公表の根拠となる

条 例 の 条 項 
 

申述書の提出先  

申述書の提出期限 年  月  日まで 

備 考 

 

 

意見の聴取に際しての注意事項は、裏面のとおりです。 



（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見の聴取に際しての注意事項 

 

１ 申述書には、この意見の聴取通知書の番号および日付、あなたの住所および氏名なら

びに公表の原因となる事実その他当該事実の内容についての意見を記載して提出してく

ださい。 

  なお、口頭による意見の聴取が行われる場合は、申述書（別記様式第７号）の提出は必

要ありません。 

２ 意見を述べるときは、証拠資料を提出することができます。 

３ 提出期限までに申述書（別記様式第７号）の提出がないとき（口頭による意見の聴取の

場合は、出頭すべき期日に出頭しないとき）は、これを拒んだものとして取り扱います。 

４ 口頭による意見の聴取が行われる場合であって、あなたが病気その他やむを得ない理

由があるときには、意見の聴取日時等変更申出書（別記様式第８号）により、意見の聴取

の日時または場所の変更を申し出ることができます。 

５ 意見を述べるに際しては、あなたに代わって代理人を選任できますので、この意見の

聴取通知書の番号および日付、代理人の住所および氏名ならびに当該代理人に意見の聴

取に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した代理人選任届出書（別記様式

第 10号）を提出してください。 

６ あなたまたはあなたの代理人が、口頭による意見の聴取期日に出頭する場合には、こ

の意見の聴取通知書を持参してください。 



別記様式第７号（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 所定の欄に記載することができない場合は、別紙に記載の上、これを添付すること。 

 

申  述  書 

 

年  月  日   

 

 福井県公安委員会  様 

 

住 所                

 

氏 名                 

 

福井県暴力団排除条例施行規則（平成 22年福井県公安委員会規則第５号）第８条第３

項の規定により、次のとおり提出します。 

意 見 の 聴 取 通 知 書

の 番 号 お よ び 日 付 

第     号 

 

年  月  日 

公表の原因となる事実 

その他当該事実の内容 

に つ い て の 意 見 

 

備 考 

 

 



別記様式第８号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 変更希望欄には、変更を希望する項目についてのみ記入すること。 

 

意見の聴取日時等変更申出書 

 

年  月  日   

 

 福井県公安委員会  様 

 

住 所                

 

氏 名                 

 

福井県暴力団排除条例施行規則（平成 22年福井県公安委員会規則第５号）第９条第２

項の規定により、次のとおり意見の聴取の日時または場所の変更を申し出ます。 

意 見 の 聴 取 通 知 書 

の 番 号 お よ び 日 付 

第     号 

年  月  日 

変更申出事項 

変 更 前 

日時 年  月  日   時  分から 

場所  

変更希望 

日時 年  月  日   時  分から 

場所  

変 更 申 出 の 理 由 

 

 



別記様式第９号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 該当する□の中にレ印を付けること。 

 

 

意見の聴取日時等決定通知書 

 

第     号   

年  月  日   

 

           様 

 

福井県公安委員会  印   

 

福井県暴力団排除条例施行規則（平成 22 年福井県公安委員会規則第５号）第９条第

４項の規定により、次のとおり決定したので通知します。 

意 見 の 聴 取 通 知 書 

の 番 号 お よ び 日 付 

第     号 

年  月  日 

 

□ 意見の聴取の日時または場所の変更決定 

変更事項 

変 更 前 

日時 年  月  日   時  分から 

場所  

変 更 後 

日時 年  月  日   時  分から 

場所  

 

□ 意見の聴取の日時および場所の不変更決定 

意 見 の 聴 取 の 日 時 お よ び 

場 所 を 変 更 し な い 理 由 

 

 



別記様式第10号（第10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 不要の文字は、二重線で消去すること。 

 

 

代理人選任届出書 

 

年  月  日   

 

 福井県公安委員会  様 

 

住 所                

 

氏 名                 

 

私は、福井県暴力団排除条例施行規則（平成 22 年福井県公安委員会規則第５号）第 

 

10 条第１項の規定により、次の者を代理人として選任し、            

に   

 

関する一切の行為をすることを委任します。 

説 明 ・ 資 料 提 出 要 求 書 

または意見の聴取通知書 

の 番 号 お よ び 日 付 

第     号 

 

年  月  日 

代 理 人 の 住 所 

 

代 理 人 の 氏 名 

 

当 事 者 と の 関 係 

 

 

説明または資料の提出 

意 見 の 聴 取 



別記様式第11号（第10条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代理人資格喪失届出書 

 

年  月  日   

 

 福井県公安委員会  様 

 

住 所                

 

氏 名                 

 

私の代理人は、その資格を失ったので福井県暴力団排除条例施行規則（平成 22 年福

井県公安委員会規則第５号）第 10 条第４項の規定により届け出ます。 

説 明 ・ 資 料 提 出 要 求 書 

または意見の聴取通知書 

の 番 号 お よ び 日 付 

第     号 

 

年  月  日 

代 理 人 の 住 所 

 

代 理 人 の 氏 名 

 

 


